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山梨県環境影響評価等技術審議会議事録概要 

 

日時：令和６年７月１９日（金）１０：３０～１５：３０ 

 

会議出席者 

＜出席委員＞ 

坂本委員、石井委員、岩田委員、北原委員、後藤委員、小林（拓）委員、 

佐藤委員、杉山委員、芹澤委員、高木委員、箕浦委員、湯本委員 

 

＜事業者＞ 

 山梨西部広域環境組合 建設課 長谷部課長、小澤副主幹、望月主査 

 

株式会社静環検査センター 環境事業部 佐口部長 

環境事業部 環境計画課 竹内主任研究員、岡本、

池田、本間 

           環境事業部 生態系調査課 栗田課長 

 

＜事務局＞ 

 山梨県 環境・エネルギー部 大気水質保全課  

野中課長、齋藤総括課長補佐、樋川課長補佐、谷内主査、伊藤副主査 



2 
 

次第 

 

１  開 会 

 

２  議 事 

議題 山梨西部広域環境組合 ごみ処理施設整備事業に係る準備書について 

 

３  その他 

 

４  閉 会 

 

 

 

 

配布資料 

 

次第・座席表 

山梨県環境影響評価等技術審議会委員名簿 

資料１ 事業概要と準備書手続について 

資料２ 準備書に係る関係市町長からの意見 

資料３ 準備書について公聴会で述べられた意見 

事業者説明資料１ 方法書について公聴会で述べられた意見及び意見についての 

事業者の見解 

事業者説明資料２ 意見概要書等（準備書について県民等から述べられた意見の概要 

及び当該意見に対する事業者の見解を記載した書類） 

事業者説明資料３ 事業者説明資料（公開版） 

事業者説明資料４ 意見整理表（公開版） 

事業者説明資料５ 事業者説明資料（非公開版） 

事業者説明資料６ 意見整理表（非公開版）
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１ 開会 

（司会 齋藤総括課長補佐） 

定刻となりましたので、ただ今から山梨県環境影響評価等技術審議会

を開催いたします。 

 委員の皆様には御多忙中のところ御出席をいただき、厚く御礼申し上

げます。 

 私は本日の進行を務めます、山梨県大気水質保全課 総括課長補佐 

齋藤でございます。よろしくお願いいたします。 

はじめに、大気水質保全課 課長の野中から御挨拶を申し上げます。 

 

（事務局 野中課長） 

 環境・エネルギー部大気水質保全課長の野中と申します。本日はお忙

しいところ技術審議会に御出席いただき、ありがとうございます。 

本日の議題は、山梨西部広域環境組合 ごみ処理施設整備事業でござ

いますが、先だっての１回目の審議会で委員の皆様から出された御質問

や御意見に対し、本日は事業者側から説明をしていただき、質疑や意見

交換等を行いたいと考えております。長丁場でありますけれども、皆様

におかれましては幅広い観点から御審議いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

（司会 齋藤総括課長補佐） 

続きまして、審議会の開催の可否について御報告いたします。本日の

出席状況については、１５名の委員のうち、会場に４名、Ｗｅｂで４名、

計８名の出席をいただいており、２分の１以上の出席が得られたので、

条例第４７条第１１項の規定に基づき、本審議会が成立していることを

御報告いたします。なお、北原委員、後藤委員、小林富一郎委員、小林

拓委員、杉山委員におかれましては、午後から出席と連絡をいただいて

おります。 

ここで、配布資料の確認を行います。事前に郵送にてお送りさせてい

ただいておりますが、次第・席次表、委員名簿、そして資料１～３、事

業者説明資料１～６があります。資料に不足がある場合には、事務局ま

で申し出ていただければと思いますがよろしいでしょうか。なお、事業

者から、動植物や生態系に関する代償の具体的な計画については、本日

までに検討が間に合わない旨の報告がありましたので、後ほど、事業者

から検討状況についての説明をしていただきます。 
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傍聴人の方は、受付時に配布した傍聴券に記載の「傍聴の心得」を御

覧いただき、心得に沿って傍聴願います。また、審議会の記録のために、

審議の途中で写真を撮影する場合があります。そして、今回の会議は、

対面とＷｅｂによる参加を併用して開催しております。議事録作成のた

め、会議内容については、録音をさせていただきます。恐れ入りますが、

御発言の際は、必ずマイクを使用して、大きな声でお願いします。また、

御発言の都度、お名前を仰っていただくようにお願いします。加えて、

長時間の会議になることが予想されますので、端的な質疑応答をお願い

します。 

それでは、これより次第に従いまして、議事に入らせていただきます。

本審議会の議長は、条例により会長が当たることと定められております

ので、坂本会長に議事進行をお願いしたいと思います。坂本会長よろし

くお願いします。 

 

２ 議事 

議題 山梨西部広域環境組合 ごみ処理施設整備事業に係る準備

書について 

 

（坂本会長） 

それでは議事を進行させていただきます。 

案件の審査で入る前に本議会の運営方法について確認をお願いしま

す。本審議会については、平成１７年７月８日の技術審議会において御

議論いただきましたとおり、制度の主旨である『公平性・透明性』を確

保するため、審議そのものについても、広く公開する中で行うことが必

要であることから、「動植物の希少種や個人情報に関わる部分に除いて

すべて公開する」、「議事録については、発言者名を含む議事録を公開

する」ということでお願いいたしております。それから、希少動植物保

護の観点から、一部の審議については、非公開で行います。本日の審議

の中では、午後の後半を予定しております。非公開の内容に関する審議

の際は、報道関係者及び傍聴人には、本会場から一旦退出していただき

ます。以上、御協力お願いします。 

 それでは議題に入りたいと思います。本日の議題は「山梨西部広域環

境組合 ごみ処理施設整備事業」に係る準備書に関するものです。はじ

めに事務局から、「関係市町長からの意見」と、「７月１３日に開催さ

れた公聴会で述べられた意見と事業者の見解」について説明してもらい

ます。次に、事業者から、「方法書の公聴会で述べられた意見に対する
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事業者の見解」と「準備書についての意見と事業者の見解」についての

説明をしてもらいます。その後、１回目の審議会で各委員からあった質

問や意見等に対する事業者の見解を説明してもらいますので、その説明

内容を受けて、各委員には質疑応答をお願いします。なお、本日は、予

定が午後４時までということで、長丁場になると思いますが、各委員の

出席状況に応じて、事務局で審議する項目のおおまかなスケジュールを

作成してもらっているので、それに沿って、進めたいと思います。 

それでは本日の議題に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 樋川課長補佐） 

大気水質保全課 課長補佐 樋川でございます。資料１から３に基づ

き説明をさせていただきます。 

まず、資料１ですが、概ね前回と同じ内容ですので説明を省略させて

いただきます。 

資料２「準備書に係る関係市町長からの意見」を御覧ください。中央

市長からは意見がありませんでした。市川三郷町長からは、「全般事項」

として、工事・供用時などの各段階で説明会等を定期的に開催し、住民

の不安解消に努めて欲しいとの意見がありました。「大気汚染・土壌汚

染、煙突の高さ」については、地元説明会時にも煙突からの白煙や煙突

高さについての質問が多くあったため、情報公開により、住民の不安解

消に努めてほしい旨の意見がありました。「地域交通」については、施

設稼働後に車両の増加が見込まれるため、搬入時刻や経路の分散等あら

ゆる方策を検討して欲しいとの意見がありました。 

次に資料３「公聴会で述べられた意見」を御覧ください。一番右の要

旨のところを読ませていただきます。公述人の募集を行ったところ、１

名から公述人の届出がありましたので７月１３日に公聴会を開催しま

した。 

公聴会では３つの意見が述べられ、「事業計画」について、準備書で

は処理能力が３６１トンとなっているが、その後に公表された基本設計

報告書（案）では２７４トンとなっているため、それらと整合が図られ

た環境影響評価を行うべきである。また、人口減少等を踏まえると、３

０年後の建て替え施設の用地面積３ｈａを予定していますが、これは過

大であり、計画を精査すべきであるといった意見がありました。 

次に「大気汚染」について、煙突高さ５９ｍより１００ｍの方が、地

上における排気ガス濃度が高くなるのは計算がおかしいので、計算方法

を見直すべきである。また、山梨県では冬に偏西風が卓越し、事業実施
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区域の東には住宅団地もあるため、それらも考慮して排気ガスの影響に

ついて予測すべきであるといった意見がありました。 

最後に、「動物・生態系（猛禽類）」については、調査範囲内におけ

る確認数から、主要な採餌環境ではないと結論づけているが、調査が不

十分であるため、より綿密な調査を行うべきといった意見がありました。 

以上で資料１から３の説明を終わります。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。ただ今、事務局から「関係市町長からの意

見」と「公聴会で述べられた意見」について説明がありました。本日の

会議の位置付けですが、今日とその後にもう１回会議があり、次の会議

のときには、事務局がまとめた知事意見（素案）を出すことになってい

ます。今回、事業者には、前回の審議会で委員から出た意見等について

説明をしていただくことになります。 

ここからは、事業者からの説明とそれに対する審議ということですが、

先ほども申しましたように、長丁場で、また委員の都合もございまして、

午前の部では、全般事項、水質汚濁、日照阻害、景観について審議いた

だきます。午後の部については、残りの案件について審議したいと思っ

ています。 

 それでは事業者から、事業者資料１と２の説明を５分程度で簡単にお

願いします。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

それでは事業者から、１つ目、「方法書に対する公聴会意見の内容と

それに対する見解」について説明させていただきます。事業者説明資料

１になります。午前中の審議内容に沿いまして、番号につきましては少

し前後いたします。 

まず、意見番号３の埋蔵文化財について、対象事業実施区域内に埋蔵

文化財があるのではないかという御意見をいただきました。今回の計画

地は、文化財保護法で保護対象にはあたらない区域となっております。

しかし、工事中に文化財が確認された場合は、関係先への報告等を適切

に対処いたします。 

 続きまして、意見番号４の景観です。みたまの湯という温泉施設から

の景観がよいという御意見。そして、そこから白煙が見えることについ

て意見がございました。回答といたしまして、みたまの湯からの景観、

及び白煙の影響については準備書に記載はしております。しかし、夜景
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の白煙については準備書に記載していないことから、評価書において予

測・評価結果を追加いたします。 

 続きまして、意見番号５、用地買収面積について、特に西側の地形が

櫛型になっていて、動線が悪くなるのではないかという意見がありまし

た。今回の対象事業実施区域の敷地には、計画施設の他、緑地、雨水調

整池、次期施設の建設用地等を含んでおります。また、今回の計画施設

や駐車場などを整備する、以外の敷地については、緑地等として整備す

る計画です。その他、敷地の一角には、後ほど説明いたしますが、植物・

動物の成育・生息場所として適切な環境を創出して、維持管理する計画

です。 

 以上が方法書に対する公聴会意見とそれに対する回答となります。 

 続きまして、事業者説明資料２です。当該資料は、準備書に対する県

民等からの意見とその回答となります。 

まず、意見番号１、事業計画について、公開される文書により処理能

力が異なるという点について御意見がありました。こちらは、各文書の

作成時点で最新の検討結果の能力を使用しておりまして、今現在最新の

ものが基本設計報告書であり、準備書作成時点では案だったものですが、

こちらが策定とされた場合には、１日当たり２７４トンが最新の計画処

理能力となります。 

次に、基本設計報告書（案）では、敷地左側に盛土は行わないとある

が、一方、アセス準備書では２ｍの盛土を行うとあり、文書間で整合が

取れていないのではないか、という意見をいただきました。基本設計報

告書（案）においては、左側敷地の盛土は今後検討する、と記載してお

り、盛土を行わないとは書いていません。準備書では先行した検討結果

をもとに２ｍの盛土を行うとしており、文書間での整合は取れていると

考えます。 

意見番号６まで飛びます。処理方式の違いに対する評価の結果につい

て、もっと分かりやすく説明してほしいという御意見をいただきました。

評価書の総合評価について、処理方式の違いや、その他の複数条件によ

る評価結果を分かりやすく示したいと考えております。 

続きまして、意見番号８、施設の配置・形状について、準備書の景観

の予測・評価結果で、建物を敷地の南側に寄せて、形状としては段差を

設けるとあるが、これは基本設計と整合がとれているのか、という御意

見です。準備書の作成と、基本設計の検討が並行して行われており、そ

の中で情報を得ながら準備書を作成しており整合はとれております。ま

た、配置の詳細や形状については、環境影響評価の結果を受けて、詳細
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設計においてさらに検討を進めるものであります。 

以上が、準備書に対する意見とそれに対する見解です。 続きまして、

事業者説明資料３、４の説明をしてよろしいでしょうか。 

 

（坂本会長） 

 はい。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

続きまして、第１回技術審議会と、それ以降に頂いた御意見につきま

して、事業者より回答させていただきます。なお、前回の審議会中で、

質疑・応答が終わったものについては、意見としては記載していますが、

説明は省略させていただきます。それでは、事業者説明資料３に沿って

進めて参ります。 

意見番号１です。準備書に、環境配慮事項と環境保全措置というもの

を分けて記載しているのか。であれば、線引きが曖昧であるため、内容

を整理するとともに、整合を図ること、という御意見をいただきました。

こちらの意見について、関連する意見が続きますので、意見を先に連続

して読ませていただきます。意見番号２、環境配慮事項の不確実性の有

無を評価書に記載すべき。また、不確実性がある場合は事後調査を行う

べき、という御意見です。さらに進みます。環境保全措置について、回

避・代償についての記載のないもの、検討が足りないものがある、追加

再検討すべき、という御意見です。続きます。意見番号４、環境保全措

置について効果を示すべき。措置の効果について不確実性も含めて、科

学的に、できるだけ定量的に記載すべき、という御意見です。さらに続

きます。意見番号５、予測や環境保全の効果の不確実性に関する記述が

不足している。不確実性の有無を、根拠、判断理由を記載するとともに、

不確実性がある場合は事後調査を行うべき。以上、環境配慮事項、環境

保全措置、事後調査に関する一連の御意見をいただきました。これらの

回答といたしまして、御説明しますと、環境配慮事項と環境保全措置に

ついて、効果と確実性を根拠とともに再度整理して評価書に記載いたし

ます。環境配慮事項について、効果に不確実性がある場合は、環境保全

措置とするか、事後調査の実施を検討いたします。また、不確実性によ

って、環境保全目標を逸脱する可能性がある場合は、事後調査を行うこ

ととします。環境保全措置について、回避・最小化・代償の順で検討す

るとともに、それぞれ孤立した独立したものとして、回避・最小化・代

償のすべてについて検討を行います。 
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最後に、項目間での環境配慮事項、環境保全措置の整合を図ります。ま

た、関連して、煙突排ガスの塩化水素に関する予測評価につきまして、

現在、更なる保全措置の結果をもって、環境の影響が小さいというよう

な評価を行っているのですが、そちらの数値的な効果ですとか、その結

果についてはお示ししていないものですから、評価書におきましては、

この塩化水素とすべての項目につきまして、効果等をできるだけ数値化

してお示ししたいと考えております。 

 次の意見に移ります。意見番号６、準備書においてモニタリングを環

境保全措置としているものがあるが、モニタリングは事後調査とするこ

と、という御意見です。地下水や地域交通など、工事中などのモニタリ

ングを環境保全措置としている項目がありましたが、これらは全て事後

調査といたします。 

 意見番号７、環境保全目標について、環境保全措置の効果を踏まえて

設定すべき。環境基準やその他の基準を用いる場合も、その妥当性を記

載すべき、という御意見です。回答につきましては次のページです。表

の一番左側が目標を設定する影響評価項目、大気汚染ですとか水質汚濁

といったものになります。次の列が現在の準備書における目標です。現

在は環境基準や、排出基準などからそのまま引用したものが多くなって

おります。この目標について、環境保全措置の効果も踏まえた、可能な

目標について改めて検討を行います。今、赤字でお示ししているのはそ

この検討結果の例でして、例えば、車両、資機材や廃棄物の運搬車両に

よる粉じんについては、既存の指標であるところの１０トンから、さら

に小さくできるのではないかと考えております。また、水質につきまし

ても、排水基準をベースに目標設定をしておりましたが、平水時、通常

の雨が降っていないときの排水については、生物等も考慮した、環境基

準等のもっと厳しい数字が適用できるのではないかということで検討

しております。また、準備書におきまして、目標を採用した根拠までは

記載していなかったので、その設定根拠についても、今、表の一番右に

お示ししているような根拠を追加していきたいと考えております。 

 意見番号８、処理方式が決まっていない中で、どのように環境影響評

価を行ったのか、これについては、第１回の審議会で説明したとおりと

なります。次に、処理方式はいつ決まるのか、という御意見につきまし

ては、令和７年度の業者選定時に、業者から提案を募りまして、それを

評価して、業者と処理方式を決定するという計画です。 

 意見番号９につきまして、処理方式が決まっていないため、方式毎の

採用実績、実例での排水量、排水水質、排ガス量及び排ガス濃度の観測
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値を踏まえ、処理方式ごとに環境影響を予測すべき、という御意見です。

１つ前の質問にも、重なるのですが、排水については、どの方式を採用

するとしても施設外には排水しないこととしております。したがって、

影響の予測・評価は今回行っておりません。処理方式や規模等により異

なってくるため、収集した情報から、規模が近く環境影響が大きいもの、

排ガス量が多いもの、こちらを採用して予測をして、「どのような採用

をしたとしてもこれを超えることはない」というような安全側での考え

で予測・評価しております。下の表は、排ガス量について収集した事例

になります。今回の計画施設の処理能力１日あたり３６１トンに近く、

排ガス量が多い、一覧から言うとＤの事例をもとに、排ガス量を設定し

ております。 

意見番号１０、複数案の検討が、環境配慮事項や環境保全措置の決定

など、どのように事業に生かされるかがわかるように記載すべき、とい

う御意見です。複数案に対する検討に総合評価の結果から、さらに環境

配慮や環境保全措置の検討を行って、それを評価書に記載いたします。

こちらが、それを行ってみた検討の１例になります。例えば、処理方式、

煙突高さ、施設の配置・形状といったような複数案がある中で、上から、

処理方式では廃棄物、真ん中の段では焼却・ストーカ式において廃棄物

が一番大きくなるという予測結果が出ております。現状ではこれを踏ま

えた上での、さらなる保全措置等の検討は行ってはいないのですが、こ

れを踏まえた上で、ストーカ式ではその灰の一部をさらに資源化すると

いうような保全措置を追加したいというふうに考えております。同じよ

うに、温室効果ガスでは、シャフト式で温室効果ガスの排出量が最大と

なっておりますが、こちらについては技術の進歩などもあるかと思いま

すので、施設選定にあたって、温室効果ガス排出量に対して、こちらを

評価基準として選定し、よりよいものを選択するというような措置を追

加できればと考えております。また、煙突高さにおきまして、これまで

の総合評価の結果については、全部をまとめたわかりやすい表がなかっ

たものですから、このような形での高さによる影響を整理してわかりや

すくお示しできればと考えております。 

 意見番号１１につきまして、事業実施区域内の地図でその他用地とあ

るものは何か、また計画施設等を整備した後に残った用地について手つ

かずで残すことはできないか、という御意見になります。次のページに

移ります。この図におきまして、薄い緑色がその他用地となる部分であ

ります。内訳としては、緑地、雨水調整池、あと次期施設の用地となっ

ております。このその他用地につきましては、周辺の方が身近に利用で
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きるような緑地として整備するほか、左上の一角の、少し鍵型になって

いるような部分につきましては、生物の生育・生息環境の創出場所とし

て整備して、以後、維持管理を行っていく計画としております。 

 次に、意見番号１２、環境保全措置の回避・最小化・代償はそれぞれ

異なる概念であることから、それぞれについて検討を行うべき。そして、

回避・最小化・代償の順で検討すべき、という御意見です。こちらにつ

きまして、順番を守りつつ、それぞれについて検討を行います。下の表

は、再検討の例といたしまして、地下水の場合を整理いたしました。準

備書から、改めてそれぞれ再検討を行いまして、下線部分につきまして

今までは準備書に記載していなかったのですが、例えば回避につきまし

ては、今では簡易水道または井戸水となっていますが、それ以外の用水

先を変更して、地下水の汲み上げ量を減らす、あるいはなくすといった

方法。最小化については、揚水試験から適切な井戸水の揚水量を設定す

るという取り組み。代償につきまして、もし下流側の井戸利用者に不都

合が生じた場合はそこを水道水に切り替えるといったような措置。これ

らのような保全措置の追加を検討して参ります。 

 意見番号１３、資料作成にあたっては、優先順位等が伝わる資料とす

べき、という御意見につきましては、そのように今後努めさせていただ

きます。 

 意見番号１４、粉じんについて、準備書では建設機械の稼働による粉

じんの予測・評価を行っていますが、それに加えて、造成等の施工によ

る一時的な影響を加えて予測・評価すべき、という意見がありました。

まずは御指摘のとおり、造成等による粉じんの一時的な影響を予測・評

価いたします。造成時の粉じんの発生源としては、すでに予測を行って

おります建設機械の他に、風による舞い上がり、巻き上がりが考えられ

ますので、現地での風速の観測結果から、舞い上がりが発生する可能性

の頻度を整理して、評価をしたいと考えております。 

 次に、意見番号２０です。工事中の排水について、一律排水基準と比

較して環境への影響は極めて小さいとしているが、放流先の生物への影

響を考慮して影響の程度を判断すべきという御意見です。関連する意見

もありますので次のスライドに移ります。造成等による水質汚濁につい

て、出水時だけではなく、平水時や低水時についても環境影響評価を行

うべき、という御意見です。１枚ページを戻りまして、まず、平水時、

低水時の排水の影響について予測・評価を行います。平水時の現況調査

結果から平水時の水質・水量等を整理するとともに、環境保全目標には、

生物への影響を考慮して、生活環境に関する環境基準の浮遊物質量の２
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５ｍｇ/Ｌを採用して、予測結果との比較評価を行いたいと考えており

ます。２５ｍｇ/Ｌは、ＡＡ類型と呼ばれるもので、非常に綺麗な水で

生息する生物も観測できる水質が維持できるだろうということで、この

値を採用したいと考えております。 

 意見番号２２です。工事中の濁水を例としてですが、調整池の整備と

いう環境保全措置が、影響を最小化するものとして適切か、という御意

見です。保全措置ではなく、アセスと関係なく整理するということが決

まっているのであれば、それは環境配慮事項ではないか、という御意見

でした。また、モニタリングを設定しているがこれは保全措置ではない、

という御意見です。こちらにつきまして、配慮事項・保全措置の再検討

の一部となりますが、調整池の設置については配慮事項、モニタリング

については事後調査といたします。 

 意見番号２３、分別・破砕施設についても、排水量や排水水質、水処

理、洪水対策等を示すべき、という御意見です。この意見につきまして、

分別・破砕施設も、焼却溶融施設と同じ建物内に一体として整備いたし

ます。そのため、排水については外に出さない計画となっております。

洪水対策等の防災につきましても、焼却溶融施設と同じ対策を実施いた

します。準備書にこういった記載をしておりませんでしたので、評価書

の方では明記いたします。 

 続きまして、意見番号３２、日照の影響について、周辺の土地利用状

況の現地調査結果を示すこと、そして予測手法と環境保全目標の設定根

拠を示す資料を示すこと、という御意見です。この意見について、いず

れもそのとおり土地利用状況の現地調査、あるいは目標の設定根拠等を

お示しいたします。また、準備書では時刻別日影図と、天空図を作成し

ていますが、これに等時間日影図を作成して、目標との比較・評価が適

切にできるようにいたします。 

 続きまして、同じ日照について、煙突高さが決まっていない中で、日

照への影響に対する環境保全措置、代償措置として農家への補填を記載

すべき、という御意見です。環境保全措置につきましては、繰り返しに

なりますが環境配慮事項とともに再検討を行ってまいります。その中で、

煙突高さが決まっていないなかで、もし高い煙突が採用される可能性が

あって、その結果被害が生じるような可能性がある場合は、代償措置と

しての補填を評価書に記載したいと考えます。 

 意見番棒５７、景観について、眺望地点に東花輪駅、甲斐上野駅、（笛

吹川にかかる）ＪＲの橋の３点を追加すべき、という御意見です。この

意見の３点を調査地点として追加いたします。地点の位置関係はこの図
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に示した北西から南西にかけての３地点となっております。このうち、

ＪＲの橋については、移動する電車から見た場合とほぼ同じ眺望が、堤

防上から得られる可能性があることから、現地でより良い方を現況とし

て採用したいと考えております。こちらは、準備書で現地調査は行って

おりませんので、夏季の現況調査について実施いたしまして、夏季の現

況の景観・眺望計画に、フォトモンタージュを行って予測を行います。

なお、冬の景観については、現況調査を行わない考えです。他の眺望地

点として９地点でこれまで行っておりますが、これらの３地点の冬の予

測結果等を参考に予測追加の検討・評価を行っていきたいと考えており

ます。事業者説明資料３の２７ページからは、それぞれの視点から、現

況と将来の仮予測という形で簡単に再現したものです。実際は、撮影し

たもので正式に予測いたします。こちら、東花輪駅で、正直なところ、

「見えるところまで行けば見える」というような形で、東花輪駅周辺か

ら少し南側に下ったところで煙突が見える、人の行き来するところで、

煙突が見える場所もありますので、こういったところを調査地点とした

いと思っております。甲斐上野駅も同様で、駅前に立っている家の間か

ら施設が見えるような角度がございますので、こちらからの予測をした

いと考えております。こちらはＪＲの橋からで、実際の写真は堤防上か

らの写真になります。こちらについても予測・評価を行います。 

 続きまして、意見番号５８、国道１４０号からのシークエンス景観を

作成すべき、という御意見をいただきました。移動しながらの景観とい

うことで、実現可能な方法として検討した結果、このような形で１４０

号を西から進んだ場合、東から進んだ場合の道のりを、勾配、方向、標

高等から眺望地点を選定して、そこでの眺望の現地調査と、予測・評価

を行いたいと考えております。西から東に向かってはこの６地点。そし

て、東から西に向かっては、この３２ページにおける７地点を眺望地点

として設定したいと考えております。こちらにつきましては、夏季にお

ける現状写真を撮影、シミュレーションして、予測・評価をしたいと考

えております。冬につきましては、現況調査は行いませんが、他の時点

の予測・評価結果等を踏まえて考えたいと考えております。次のページ

からは、仮で作成したシークエンス景観のイメージとなります。１番か

ら２番というのは西から東に向かって、計画地に近づいていく写真で、

概ね西から東に進む場合は、視界の中に中央から右寄りにかけて、建物

や敷地がずっと基本的には見える景観となっております。こちらが東か

ら西に進む場合ですが、例えば、右側の８番というのは、計画地が視界

の外に出てしまいます。東から西に進む場合、道路の方がよくカーブし
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ますので、建物は左右に振れながら、徐々に近づいていきます。また、

周囲の建物も多くなっているものですから、近くの建物にすべて隠れて

しまうことや、部分的に隠れてしまうといった見え方をします。 

 続きまして、意見番号５９、煙突の高さにより航空法等の規制を受け

る場合は、それを含めた予測を行うべき、との御意見です。煙突高さが

６０ｍ以上になると規制がかかって、色を塗るか、照明をつける必要が

生じますので、それを考慮した予測を行います。表示した図は仮で、簡

単に予測した結果です。こちらの予測は１００ｍですが、一般に煙突が

６０ｍ以上に高くなると、塗色による対応をした場合はこのような赤白

の煙突になりまして、景観も変わってくると考えられます。また、無理

やりに夜間の照明について再現したものがこちらになりまして、航空障

害灯というものをつけた場合はこのようなイメージになるのではない

かと思われます。今後シミュレーションを実施いたしますが、まずはわ

かりやすいイメージとしてお示ししました。 

 意見番号６０、景観のほとんどの対象について、建物の面の分割、塊

の分割、塗り分け等も考慮した予測を行うべき、という御意見です。建

物の形状については、プラントメーカー等により異なり、環境影響評価

で詳細に設定することができません。予測評価結果が、より良い設計に

活用できるよう、整理して評価書に記載して、それがうまく使えるよう

にしたいと考えております。これが整理の１例ですけれども、今の準備

書における景観の評価の結果については、個々の検討項目についてそれ

ぞれで結果が示してあるだけで、各検討項目を踏まえたまとめをしてお

りませんでしたので、今回、夜景、付属物等も含めた予測をした中で、

最終的な景観の評価結果のまとめというものを行いたいと考えており

ます。 

 意見番号６１、夜景や送電鉄塔などの附属物を考慮した予測をすべき

という御意見です。夜景について、夏季に現況調査を行いましてそれを

もとにフォトモンタージュを行います。附属物についても同様に行いま

す。繰り返しになりますが、冬季について現況調査は行いませんが、そ

の他の地点での予測結果を参考として予測を行います。ちなみに右下の

写真は、既存の甲府・峡東クリーンセンターにおける夜の写真です。 

 意見番号６２、将来計画にある次期施設を併設した場合のフォトモン

タージュを作成し、保全措置が必要か検討すべきと、いう御意見です。

次期施設については、計画施設の供用開始後すみやかに解体することか

ら、両方の建物が存在し、景観に影響を及ぼす期間は１年半程度と一時

的と考えられます。したがいまして、今回の環境影響評価では、施設の
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併設による影響の予測・評価を行わないという考えでおります。 

 意見番号６３、景観の環境影響評価の結果が、どのように計画施設に

反映されるのかを記載すべき。また、アセス段階でデザインが決定され

ていないことから不確実性がある。不確実性がある場合は事後調査を行

うべき、という御意見です。これについて、景観の予測評価結果につい

て、最終的にどのような条件で影響が最も小さくなるかを整理して、評

価書に示すことで、施設設計に反映しやすいようにしたいと考えます。

また、景観についての事後調査の実施を考えております。 

 意見番号６４、人と自然との触れ合い活動の場について、道の駅とよ

とみを予測地点に追加すべき、という御意見です。道の駅とよとみにつ

いて、予測・評価地点に追加いたします。人と自然との触れ合い活動の

場につきましては、景観の変化、その他、騒音や悪臭による悪影響はな

いかといった視点で予測・評価を行っております。こちらは、追加する

道の駅とよとみとの位置関係になります。こちらの現状の景観がありま

して、将来の景観の夏季・冬季、こちらには附属物は含まないのですが、

おおよその結果を示しております。景観については、煙突５９ｍで影響

がより小さくなると予測され、その他、アクセスへの影響、騒音や悪臭

といったような活動に影響を及ぼす恐れがある項目について考慮して、

評価書に反映したいと考えます。 

 最後に、景観の表現につきまして、「景観に入る」といったような文

章がありこれは日本語としておかしいのではないか、という御意見です。

そのとおりでして、全般を通して、こういった文章表現については改め

て参りたいと思います。 

 以上が午前中の事業者の回答の説明となります。ありがとうございま

した。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。事業者には、事業者説明資料３の午前中の

部分で５２ページまで御説明いただきました。そして、その意見という

のは、事業者説明資料４で誰からの意見かというのが書いてあります。

それでは、午前中の審議ということで全般的事項、水質汚濁、日照阻害、

景観についての意見に対する見解を事業者から説明いただきました。こ

の部分について、今から質疑応答を行うわけですが、まず、会場の委員

からお聞きして、Ｗｅｂの委員にお聞きしたいと思います。 

最初に私から、公聴会や関係市町長からの意見についての説明が前半

部にあったと思うのですが１点確認です。市川三郷町の町長からの意見
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で、「調査・工事・供用時の各段階に応じ説明会を定期的に開催し」と

のことですが、「定期的」というのはどのような感じで計画していきま

すか。それだけ読むと、ひと月に１回ぐらい必要かと読めるのですが、

いかがでしょうか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

今現在の予定ですが、月１回という定期的なものは考えておりません。

例えば、今行っている造成設計等の詳細が固まった段階で、地元の皆様

にお示ししたりですとか、また、工事着手する段階で御説明をしたりで

すとか、事業の段階・段階で御説明をしながら事業を進めていく予定で

おります。 

 

（坂本会長） 

それでは、定期的という言葉は不適かと思いますので、調査・工事・

供用時のそれぞれ１回ずつ少なくてもあるということで、回答いただけ

ればと思います。 

 会場の委員の方で、石井委員お願いします。 

 

（石井委員） 

景観に関して、色々と丁寧に御回答いただいてありがとうございます。

１つ気になったのが、意見番号６２で１年半が一時的と書かれています

が、一時的とは言えないと思うので、ラフでもいいので、「このように

なりますよ」くらいはフォトモンタージュを作成いただくのがいいと思

います。いかがでしょうか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

ラフというのがどのぐらいの許容範囲を含むのかということも正直

ございます。随分先の話でもあるので、規模もかなり小さくなるのでは

ないか等の見込みもある中で、例えば今回と同程度のもので、箱型のも

のを建てたらどうなるかとか、そういったものであれば、再現すること

自体は可能ではございます。 

 

（石井委員） 

そのような場面がありうるということのみを表現してもらうことは

可能でしょうか。 

 



17 
 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

はい。例えば、「そういった可能性がある」というものであれば、作

成自体ができるものですから、対応したいと考えます。 

 

（石井委員） 

もう１点はこの準備書自体よりは、この後での評価をするときの表現

についてです。これまで色々とやってきた中には、何でも「これだった

ら大丈夫」とその根拠が書いていないのがありますので、その辺につい

て丁寧な書き方をお願いします。「単に大丈夫」とか、「いろいろ変わ

るけれど景観への配慮を少ししているからＯＫ」とかいう言い方ではな

く、「このようなマイナス面もありますが、これだけやっているので大

丈夫です」というようなことしっかりと記載してください。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

承知いたしました。ありがとうございます。 

 

（坂本会長） 

主には意見ということで、回答については一応了解ということでよろ

しいでしょうか。 

それでは、次はＷｅｂの委員にお聞きしたいと思います。岩田委員お

願いします。 

 

（岩田委員） 

山梨大学の岩田です。私が意見させていただいた意見番号２０、２１

について、適切に対応をいただいておりますので、その方向で良いかと

思っております。 

ただ、環境基準をもとに判断するだけでなく、最近では、事業の事前

と事後の比較及びコントロール（事業の影響を受けていない対照区）と

インパクト（事業の影響を受ける影響区）との比較から事業の影響評価

を行うのが環境アセスの通常の方法になってきているかと思いますの

で、環境基準のみで判断するのではなくて、そのような比較対象となる

ところとの比較も併せてしていただければと思います。以上です。 

 

（坂本会長） 

他のＷｅｂの委員はいかがでしょうか。 

それでは時間もありますので、私からの質問です。全般的な意見や市
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町長の意見からもあったかと思うのですが、敷地の図を見せていただけ

ますでしょうか。その他用地の計画ついて、もう少し詳細な説明をお願

いします。 

例えば、雨水調整池等からどこへ水が出ていくか、それを含めてどの

辺にどのような施設をつくるのか。左上の鍵状になっているところは、

動植物の移植を考えており、その他は雨水調整池、次期施設の場所とし

ているようですが、拡張計画というのはどのように行うのか、その辺に

ついて説明願います。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

施設計画ですが、まず、この図のとおり、東側に新ごみ処理施設を建

設する予定です。後は現在の計画ですが、その南側に雨水調整池を建設

するとともに、通路、及び駐車場などを整備する計画となっております。

また西側につきましては、施設の基本方針の中に、地域の方に開かれた

施設ということがありますので、今後緑地公園等を整備していくととも

に、西側においても、雨水を受けるような調整池を計画しております。

雨水排水は雨水調整池をとおりまして、現在点で示しているところから、

下流の水路に排水する計画となっております。 

 

（坂本会長） 

図で大体の大きさを説明しておりますが、例えば、その他の緑地と書

いているのは、全部分が緑地ではなく、西側の半分が緑地とも思うので

すがいかがでしょうか。その大きさをお願いします。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

先ほど申し上げましたように、今まさにその設計をしている段階なの

で具体的なところはお示しできません。調整池をどこに設けるかとか、

どのぐらいの大きさにするのかというのは、今お答えできるところまで

細かい数字が出ていなくて、その設計を今行っているというところです。 

 

（坂本会長） 

それでは、この用地全体の面積はどうやって決めたのですか。この用

地を買収するにあたって、普通だったら必要最小限のお金で買収するこ

とを考えるのですが、結構大きめにとっているように感じます。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 
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こちらの用地は約６ｈａ弱あるのですが、今ここで６０年の操業を予

定しております。この図のとおり東側に、新ごみ処理施設を建設して、

概ねですが３０年間程度稼働させる中で、３０年を目途にこの西側に次

期のごみ処理施設を建設して、そこでも概ね３０年稼動させるというこ

とで、敷地の中に建て替えるということを前提に、６０年稼動を前提と

して、約６ｈａの用地を選定しております。 

 

（坂本会長） 

わかりました。ということは、差し当たりの３０年は、この図で灰色

と黄色の箇所と、雨水調整地ぐらいということですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

はい。加えて西側の公園緑地というような形で整備をしていきます。 

 

（坂本会長） 

わかりました。他にいかがでしょうか。 

芹澤委員お願いします。 

 

（芹澤委員） 

山梨大学の芹澤です。小林委員から指摘があるとは思うのですが、煙

突の高さが６０ｍと１００ｍを比べて、１００ｍの方が拡散しないとい

う評価はおかしいと思います。どういう式を使ったかわかりませんがそ

の式が間違っていることはないのでしょうか。しかもこれは、９７ｍ以

上の高さで濃度が大きくなると書いてあるのですが、どう考えてもおか

しいと思います。これは公にされのですから、よく検討してほしいです。 

 

（坂本会長） 

わかりました。午後の部で、大気の煙突の計算は説明していただける

かと思います。専門家でない一般の方にもわかるような説明を改めてお

願いします。私自身もある程度わかるのですが、パラメーターをいっぱ

い変えて、それの調整の仕方によって、いくらでも任意の答えが出てく

るようなものなので。問題は、どのようなパラメーターを使ったとか、

どのような気象条件を想定したとか、その辺だと思いますので、午後に

はその辺がいろいろ聞かれると思います。 

少し時間もありますので、午後に予定されているもののうちで、水象、

地盤沈下や廃棄物・発生土、この辺の審議を少しやってしまおうと思い
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ます。よろしいですか。 

石井委員お願いします。 

 

（石井委員） 

景観とは関係ないのですが、知っていたら教えてください。ここのエ

リアは扇形で、そのずっと東側と比較してここだけ土地の区割りが違う

というのは何故ですか。写真で見た方がいいと思うのですが、事業者説

明資料３の４９ページです。ここだけ、土地の割り方が違いますがこれ

は何故ですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 農地の形状の違いというようなことでよろしいでしょうか。事業の建

設エリアは、中央市の浅利地区になりまして、その南側が市川三郷町に

なりますが、市町のそれぞれでほ場整備事業を実施しており、別事業と

して実施しているので、その事業中での区割りが異なっているというこ

とになります。統一事業の中であえて区割りを分けているということで

はありません。 

 

（石井委員） 

 土地の上の方と左の下の方は、何か繋がっているような感じのところ

に何か斜めにこう入り込んでいるという形に見えますが、もともと土地

が違っていたのですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 すいません。ほ場整備前の形状は承知をしていないのですが、私が思

う一番大きな原因は、中央市と市川三郷町との境ということで、それぞ

れの計画の中で区割りをしていることだと思います。 

 

（坂本会長） 

 ありがとうございました。私が出した意見が水象なので、そこを先に

片付けてしまえば、午後も時間ができるかと思います。 

今日の事業者説明資料３のうちの水象について、私がいくつか意見し

ているのですが、その説明をお願いします。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

 それでは、地下水位や地盤沈下の部分に関しまして、説明をさせてい
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ただきます。 

 意見番号２４、地下水調査時の採水方法（採水した深さ、不圧・被圧、

事業場の上流・下流の同一帯水層で採水したかなど）を示すべき、とい

う御意見です。回答につきまして、地下水の採水時の現地調査の結果を

再整理して、評価書で再度お示しします。対象事業実施区域周辺の地下

水利用、市川三郷町も含めた上水道・簡易水道等を整理いたしまして、

影響の予測・評価及び事後調査の手法、これらについて再検討を行いた

いと考えております。 

 続きまして、意見番号２５、事業による影響の有無を明らかにできる

よう、周辺の工事等による河川水位・地下水の汚染の程度を記載すべき、

という御意見です。水路の河川水質の現地調査結果では、大腸菌数、溶

存酸素量、ふっ素において、環境基準を満たさない値が確認されており

ます。それについて一般的な発生源等の解説、及び今回の調査結果で基

準から外れた要因を検討して評価書に追記いたします。地下水について

は、調査した３地点すべてで現状環境基準を満たしておりましたので、

評価書において「目立った汚染は確認されなかった」という旨を明記し

たいと考えます。 

 意見番号２６、対象事業実施区域周辺及び下流側で使われている、ま

たは河川に流入している地下水・湧水への影響を予測すべき、という御

意見でした。地下水について、周りで使われている井戸の位置は把握し

ておりますので、汲み上げの深さを考慮して、今後の地下水利用に対す

る影響についても検討を行います。湧水につきましては、代表的な湧水

に関する文献調査を行って、「無い」というような準備書となっていま

すが、これに加えて周辺の集水域での湧水の状況を調査して、その結果

を基に再度影響の検討を行います。 

 意見番号２７につきまして、市川三郷町北東部の水道事業及び地下水

利用への影響を予測すべき、という御意見です。これにつきまして、市

川三郷町における影響も予測して評価に反映いたします。次の８３ペー

ジに、市川三郷町の北東部の水道事業をまとめた図をお示ししておりま

す。右上にあります赤丸が今回の対象事業実施区域です。緑色の線の範

囲が第１簡易水道という簡易水道の範囲で、左側の青い線の範囲が市川

三郷町の上水道の範囲となっております。簡易水道の最寄りの水源は、

赤丸のちょうど南側、対象事業実施区域南側のラベルで、上ノ原浄水場

というものがラベルでございまして、その線をたどっていくと市川三郷

町の丘の上に、こちらの浄水場があり、水源もこちらと考えられます。

赤色で表示している対象事業実施区域から見ますと、丘の上ということ
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もありますし、仮に地下水として上流下流の位置関係にあったとしても、

下流側での採水が、この上流側の水源の水に悪影響を及ぼす可能性は低

いのではないかと考えております。改めて検討して、評価書に反映した

いと考えます。 

 意見番号２８、地下水のモニタリング井戸が不適切である、周辺の浅

井戸の位置を確認しているのか、あるいはより近くの浅井戸等をモニタ

リング地点とすべきではないかという御意見です。現在モニタリング行

うとしておりますが、この事後調査の地点としては、対象事業実施区域

内にモニタリング用の観測井戸を設ける計画です。そして、この区域内

の観測井戸で地下水の変動を確認して、影響の有無等を確認していく予

定です。よって、区域外に改めて観測井戸を設置することは行わない考

えでおります。 

 意見番号２９、揚水量が確定しないため、予測に不確実性がある。そ

れを踏まえて、影響を小さくする揚水量の決定方法と、影響が小さいこ

との判断基準について説明すべき。また、不確実性があるのであれば事

後調査を行うべき、という御意見です。揚水量については、井戸を確認・

掘削した後に連続揚水試験を行いまして、その結果をもとに検討いたし

ます。この決め方について評価書に記載いたします。また、地下水に関

する影響の判断基準を評価書に記載するとともに、現在環境保全措置と

しているモニタリングにつきましては、事後調査で実施することといた

します。基準につきましては、現地調査の結果から、異常な水位変動の

判断基準の指標として、１時間で０.１ｍの地下水位の低下があって、

それが２４時間で回復しないというものを指標として採用したいと考

えております。 

 

（坂本会長） 

 ただいま御説明いただいた内容を整理しますと評価書に反映します

ということですか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

 はい。 

 

（坂本委員） 

 それでは評価書に反映するということでよろしくお願いします。また、

市川三郷町の部分についても、今後やっていくという理解でいいと思い

ます。意見番号２８については杉山委員の意見ですので、また午後にお
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聞きしたいと思います。意見番号２９、３０は県からの意見です。県は、

意見を出されたので今の回答で何かありますか。 

 

（事務局 野中課長） 

結構でございます。 

 

（坂本会長） 

 わかりました。今いらっしゃる委員で、地域交通に関する意見を出し

た委員がいらっしゃいますので、これについても説明をお願いします。

地域交通は意見番号６９、７０です。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

 スライドのページで９２ページ、意見番号６９について御説明します。

地域交通について、入口に右折専用レーンができるとして、その車線の

大型車両によって視界が遮られ、車両の走行速度が落ち、渋滞の要因に

なるのではないか、という御意見でした。準備書においては対象事業実

施区域の両側の交差点のみを対象として、予測評価を行っていますが、

それに加えて、入口全面の断面交通につきましても、予測・評価を行い

たいと考えます。交通量におきましては需要率という指標を用いました

が、断面では混雑度という指標を用いたいと考えております。この混雑

度という数字は、文字どおり道路の混み具合を表す数値でして、道路が

その構造上処理できる交通容量、計画交通量や可能交通容量と言います

が、実際の交通量から求める数字になります。可能交通容量という、処

理できる交通量につきましては、道路の車線幅や大型混入率によって変

わりまして、例えば右折レーンの整備によって車線が狭くなった場合、

あるいは大型混入率が多くなった場合、この道路で処理できる能力は小

さくなります。この可能交通容量が小さくなった場合、あるいは交通量

が将来的に多くなった場合、混雑度の値が大きくなります。この予測に

ついて供用時を対象として行い評価書に反映したいと考えております。

御意見でいただいた「大型車両による視界の悪化がスピード低下に繋が

る」といったことに対しては反映が困難ですが、新しいレーンができて

道路が狭くなった場合、あるいは大型車両の混入が多くなること自体の

影響は、予測に反映できるため、このような形で予測・評価ができれば

と考えております。 

 続きまして、意見番号７０といたしまして、１箇所の入口に対して国

道１４０号の東西から進入するという計画となっていますが、東西の車
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両の入口を分けることはできないか、という御意見でした。次のページ

に、周りの状況を記載していますが、現在の入り口は国道１４０号から

の１箇所となっているのですが、例えば他の周辺道路から場内に入るよ

うなことを考えた場合に、周辺道路が広くはなく軽トラック等が往来す

るような隘路となっておりまして、こちらを使いますと既存の利用者等

の利用の支障となるものですから、これを避けることからも、現在は国

道１４０号からの入口のみを考えているというものになります。以上で

す。 

 

（高木委員） 

 質問です。基本的には事業者説明資料３の９２、９３ページに書いて

あるようなことをしっかりと計算いただき、それで問題がないというこ

とが確認できればそれでいいとは思っています。まだ、よくわからない

のは、ここの入口にはパッカー車が入るための信号はつかないのですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 はい。信号をつける予定はありません。 

 

（高木委員） 

 ですから東側から入る車は、要するに歩行者や自転車の走行だけ気を

つけて入ればいいわけですし、西側から入ってくる車に関しては、「東

側道路の隙がある時に入ってください」ということになるわけですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 はい、そうです。しかし、西側から東側に向かう車が右折する際に、

交通の滞留が起きないよう右折レーンの設置を行う計画となっていま

す。 

 

（高木委員） 

 ただし、国道１４０号の交通量そのものがある程度ありますので、西

から入ってきた車が右折して中に入るというのは、それなりに時間がか

かる可能性があると思います。その辺はシミュレーションでしっかりと

計算していただければ大丈夫ですが、そのときに、さらに東から左折し

て入るパッカー車があると、それが混乱のもとになるのは間違いないと

思います。私としては、最後のページの写真の道路を少し太くしてでも、

交通渋滞に関する対応をした方がいいのではないかということを危惧
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しているだけです。ですので、基本的には、この事業者説明資料３の９

２ページの計算をきっちりとやっていただいて「全く問題ない」という

ことがわかればそれで結構です。評価書できっちりと示していただくよ

うお願いします。 

 

（坂本会長） 

 ありがとうございました。それから、今日欠席の委員の質問を前半後

半にとどまらず、確認していきたいと思います。田中委員の意見番号１

２について確認ですが、回避・最小化・代償のことについて書いてあり

まして、これはどちらかっていうと生態系の方での話なので、後に生態

系で出るということでよろしいですか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

 そうです。まずは、全般的な御意見としまして、回避について、他の

場所に建て替える、他の場所を選択する等ということについては、共通

して述べているものの、それで終わってしまっているとか、最小化まで

で検討が終わっているものが多く代償が記載されていないとか、そうい

った全般的な御意見があったものですから、まず、こちらで例として、

全般的に検討した例をお示ししております。併せて、もちろん生態系に

おきましても回避・最小化・代償といったものは、その順で検討を行っ

ておりますので、その考え方やその考えた結果についての説明は、午後

でさせていただきます。 

 

（坂本会長） 

 よろしくお願いいたします。本日欠席の委員においては、今日の審議

状況の資料をまた後で見ていただこうと思います。 

皆さんの出された意見、それから専門外のことで結構ですので、意見

がありましたら残りの時間でお聞きしたいと思います。湯本委員お願い

します。 

 

（湯本委員） 

 先ほど高木先生がおっしゃっていた進入路の問題で、私も何回か事業

予定地付近を通りましたが、いろいろなやり方をかなり検討された方が

いいのではないかと思います。入り方、出方、それから一般の人達との

関係というのは、もう少し検討した方がいいのではないかと思います。 
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（坂本会長） 

これは、県に何か考えがあるのでしょうか。道路を管理しているのは

県だと思いますので。このような、これから３０年あるいは６０年続く

事業のタイミング合わせて、将来的には、又は現在道路の拡幅計画があ

るとか、何か計画とかありますか。今の道路の状況で、作るということ

を前提で考えて何かありますか。 

 

（事務局 野中課長） 

 当課のみでは対応していません。しかし、このアセス手続きの中で、

庁内の調整会議で議論することはできます。 

 

（坂本会長） 

 わかりました。地域交通については、アセスの審議会として懸念があ

ります。次回のことに関わりますが、県庁の中で調整するためには、知

事意見案に記載した方がいいのでしょうか。知事意見案に、地域交通の

ことを書いておけば、それをもって庁内会議で議論できるということで

すね。わかりました。 

環境・エネルギー部だけの意見では言いにくいと思うので、知事意見

案として地域交通に関する意見を書いたうえで庁内会議に持っていっ

てもらうということにしたいと思います。 

他にいかがですか。公聴会に事業者の方は出られていますでしょうか。

県がまとめたこと以外に、何か意見に対して反映させること等はござい

ますか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 先日あった準備書の公聴会に関する事業者の意見としては、すいませ

んが、これから具体的に検討していきたいと思いますので、この場で申

し上げるところまでは、まだ検討が進んでいません。 

 

（坂本会長） 

 それでは、スケジュールを整理しておくと、この後公聴会に対する事

業者の意見を作るということでしょうか。それを次回のこの会議に出す

ということでしょうか。 

 

（事務局 樋川課長補佐） 

 事務局として考えているのは、いずれの公聴会の意見に対する見解と



27 
 

いうのは、次の評価書で示していただくことにはなるのですが、意見に

対する事業者の考えというのを聞いた上で、こちらも知事意見にどのよ

うに採用するかというのを考えますので、次回の審議会の際には事業者

の方に、今回の公聴会で出た意見に対する見解というのを示していただ

こうと思っています。 

 

（坂本会長） 

 わかりました。事業者から見解を、次回の審議会で出していただいて、

それと並行して県としても、知事意見にどう反映されるか考えていただ

いて、次回の審議会はそれも含めて議論をするということです。 

 先程、話に出た住民への説明会というのは、事業者はどのような予定

ですか。スケジュールがわかっていれば、それぞれについての工事スケ

ジュールを踏まえてということでしょうか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

 そうです。これから具体的になっていくところも多いのですが、今年

度行っている業務とすれば、先ほどの造成設計を行っているので、それ

が地元の皆様にお示しできる段階になったら、まずそれをお示しさせて

いただく予定です。また、直近のスケジュールとすれば、令和７年度に

その設計に基づいた造成工事を開始しますので、その工事に伴う説明会

を開催することになります。また、令和８年度に、選定された業者で詳

細設計を行いますので、その内容についても地元の皆様に必要に応じて

お示ししていくということで段階的に考えております。 

 

（坂本会長） 

 わかりました。調査については、今回、準備書に関する説明会を開い

たからそれでいいということです。それから、工事の設計については令

和７年に差し当たり説明会等を行うということです。 

 それから、次回の審議会で、知事意見案をまとめて県庁内で他部局と

協議したうえで事業者に通知することになっていますが、この後の手続

きとして事業者は最終的には評価書を作成するということです。今日の

委員の意見等を踏まえて、評価書の段階では、新たにしっかりと評価等

されて記載されるものもあるようですので、今日の準備書の審議では、

前半はそのようなところで、後半は大気と動植物という話にしたいと思

っています。 

 午前中の項目についての御質問・御意見は、出尽くしたというふうに
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させていただきまして午前の部を終了したいと思います。それでは休憩

に入ります。１時半に再開しますので、それまでに席にお戻りください。 

 

（坂本会長） 

時間になりましたので審議を再開いたします。 

午前中は全般的事項、水質汚濁、日照阻害、景観の審議を行いました。

午後は大きく３つに分けて審議を行い、１つ目は大気、動植物・生態系

の公開部分。２つ目は動植物・生態系の非公開部分。３つ目は残りの公

開部分と進めていきたいと思います。 

それでは最初に事業者から事業者説明資料１と２の大気、動植物・生

態系について説明をお願いします。後ほど説明するならそのようにおっ

しゃっていただいて結構です。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

事業者説明資料１の「方法書について公聴会で述べられた意見」につ

いて説明いたします。 

まず意見番号１「猛禽類調査」についてです。猛禽類に対する重機・

建設機械の影響やバードストライクの影響について懸念がある、また猛

禽類調査について精度を高めて欲しい、という御意見がありました。回

答としては、建設機械の稼働による影響につきましては、準備書で予測

を行っております。バードストライクにつきましては、建物の構造上可

能性はほとんどないと考えられることから、今回予測等は行っておりま

せん。猛禽類の調査につきましては、こういったものが出るだろうとか、

出ないだろうとか、そういった事前の考えは持たず、また知事と協議の

上、精度の高い調査に努めました。 

次に意見番号２「煙突高さ」についてです。煙突から発生する白煙の

景観への影響や、排ガスの大気汚染への影響について、汚染物質濃度・

煙突高さ・予測範囲に関する御意見がありました。回答としては、景観

予測において白煙の考慮を行いました。また、排ガス中の汚染物質濃度

の設定根拠を示した他、煙突高さを変えて予測を行い、現地調査結果を

踏まえ排ガスの影響が及ぶであろう予測範囲を決定しました。このよう

な対応を準備書に記載しました。 

続きまして、事業者説明資料２の「準備書に対する意見」について説

明いたします。 

まず意見番号３「大気汚染」についてです。煙突高さを変えて予測し

た結果、煙突がより高い方で予測結果の濃度が大きくなっており逆では
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ないか、という御意見がありました。こちらは第１回審議会でも同じ御

意見をいただいておりますので、後ほど公開の中で説明させていただき

ます。 

次に意見番号７「煙突高さ」についてです。５９ｍが良いと結論を出

している理由を表やグラフ等を使って分かりやすく説明して欲しい、と

いう意見がありました。回答としては、評価書の大気汚染の項目で説明

を追加するとともに、総合評価で複数条件での予測結果を踏まえ、図形

等を用いて説明したいと考えております。１例として、資料にある表の

とおり、結果だけではなく、影響の大きい順、小さな順に番号を付けた

り、影響の大きさについてグラフ化して分かりやすくするといった対応

を評価書では行いたいと考えております。 

以上が事業者説明資料１、事業者説明資料２の説明となります。 

続きまして、前回の審議会に対する意見になりますが、その前に一言

申し上げます。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

山梨西部広域環境組合の建設課長の長谷部と申します。冒頭で事務局

より御説明いただきましたが、動植物や生態系に関する代償の具体的な

計画については、申し訳ありませんが、まだ検討中の状況です。本日は、

この後の審議会の中で、現在までの検討状況などについて御説明をさせ

ていただきまして、検討状況を踏まえた関係図面等の詳細につきまして

は、次回の審議会で説明させていただきたいと考えております。よろし

くお願いいたします。それでは資料の説明を続けさせていただきます。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

事業者説明資料３により、第１回審議会でいただいた御意見に対する

事業者側の回答について説明させていただきます。 

資料の５３ページを御覧ください。意見番号１５、工事や施設の稼働

による排ガスの影響について検討が不足している。具体的には、人以外

への影響や最大着地濃度地点付近の民間への影響について検討すべき、

という御意見がありました。回答としては、対象事業実施区域や高濃度

が出現すると考えた場所の土地利用、現在は田畑や樹林であったりしま

すけれど、何が栽培されているのか整理し、人以外への影響についても

評価書に反映したいと思います。５４ページには、対象事業実施区域の

最寄りの住宅の位置をお示ししています。対象事業実施区域から４４０

ｍほど東側にありますが、こちらにおける濃度の予測結果につきまして
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も評価書でお示ししたいと思います。予測結果の一部は、後ほど他の意

見への回答とともにお示しします。 

続きまして、意見番号１６番、大気汚染の予測結果について、煙突高

さを５９ｍと１００ｍの２段階で設定した際に、１００ｍの方で最大着

地濃度が大きくなっている。これに関して、計算は一般的な方法なのか、

そしてどのような計算を行って今回の結果になったのかを説明するこ

と、という御意見がありました。準備書に対する御意見でも、同様のも

のをいただいております。回答としては、今回用いた予測計算の手順や

計算式は、ごく一般的にほとんどの環境影響評価の煙突排ガスの予測で

用いられているものになります。次に実際の計算手順等について説明し

ます。５６ページを御覧ください。予測結果が煙突の高さと逆転する現

象が起こる気象条件であります「風速０．４ｍ未満、夜間、大気安定度

Ｇ」といった条件での計算結果を示しております。大きな流れについて

こちらに示しております。予測手順①、排出源実体高、これは煙突孔口

の高さになりますけど、そこの高さにおける風速を求めます。予測手順

②、有効煙突高、これは煙突からの排出ガスが上空のどの高さまで上昇

するかを求めるという手順になります。そして予測手順③、予測手順①

で求めた煙突高さにおける風速と、その風速から決まるガスの拡散幅、

そして予測手順②で求めた有効煙突高を使って拡散計算を行います。こ

こまでが１時間の計算で、これを１年間の気象データ、８，７６０時間

分繰り返して、合成することで、年平均値での影響を求めます。なお、

実際の予測については、この膨大な計算を専用のシミュレーションプロ

グラムの中で行っており、今から説明する内容は、その内部で行われて

いる計算を一部抽出して再現したものになります。５７ページを御覧く

ださい。まず、煙突高口における風速を求める手順になります。我々の

方で地上１０メートルの高さで行った現地測定結果が秒速０．４ｍ未満

であったときに、こちらで示している計算式を使って煙突高口での風速

を求めますと、右側の図の矢印の中にある数字になります。煙突高５９

ｍ、盛り土を含めると６３ｍですが、その高さでは毎秒０．３４７ｍ。

煙突高さ１００ｍ、盛り土を含めると１０４ｍの高さでは毎秒０．４０

４ｍとなりました。これが煙突高さでの風速となります。次に有効煙突

高の計算になります。５８ページを御覧ください。風速や排出ガスの温

度や量などのデータから有効煙突高の計算を行いました。結果は右側の

表の一番下になります。これはガスの上昇する高さと、もともとの煙突

の高さを足すと地上から何ｍになるか、という計算結果になります。煙

突高５９ｍでは２２５．９ｍ、煙突高１００ｍでは２６６．９ｍとなり、
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有効煙突高は逆転していなかったことが分かります。５９ページを御覧

ください。こちらが拡散計算の本体部分になり、ここまでに求めた煙突

孔口での風速と、有効煙突高をスライド中央にある式に当てはめて、ガ

スの広がりを予測します。この計算式は、弱風・無風の条件で用いるパ

フ式を示しております。この式につきましては、すみません、一部引用

元の手違いといいますかミスで、逆転層の考慮を行う計算式を記載して

おります。ただし、図の方にも書いてありますが、逆転層の部分を無視

することで、一般的な１時間の値を求めるパフ式と同じものになります。

そもそもの条件の違いである煙突の高さの違いというものは、煙突高さ

における風速、あと有効煙突高、最後に拡散幅というパラメーターを左

右します。特に今回の予測結果に影響したと考えられるのが、右下の表

にある拡散幅のパラメーターであり、これは煙突高さにおける風速によ

り無風または弱風の値に振り分けられます。シミュレーションプログラ

ム内では、風速が毎秒０．４ｍで無風または弱風に振り分けられており、

煙突５９ｍでは右側の無風時の拡散幅のパラメーター、煙突１００ｍで

は左側の弱風時の拡散のパラメーターが適用されました。このパラメー

ターの変化も含めて予測した結果が、６０ページの図になります。この

図の見方ですが、横軸が発生源からのメートルの距離で、０が煙突の位

置になります。縦軸は地上での物質濃度になります。煙突高１００ｍが

上の青色の線、５９ｍが下のオレンジ色の線となり、１００ｍの方が物

質濃度は高くなるという逆転現象が起こりました。大気安定度Ｇの場合、

オレンジ色も青色も距離に対して濃度の低下は非常にゆっくり下がっ

ていくため、これがどこかで入れ替わるようなことはこの図の距離の範

囲内では起こりませんでした。この現象ですが、風速毎秒０．４ｍ未満、

夜間、大気安定度Ｇという条件でのみ起こりました。現地調査において

風速毎秒０．４ｍ未満、夜間、Ｇという条件が年間の１５．５％もあっ

たことから、年平均値において逆転が起こったと考えられます。仮に、

他の地点における気象観測結果をこれに当てはめたとしても、夜間、Ｇ

の倍数割合が少なければ、最終的に数字となって現れなかったかもしれ

ません。しかし、この場においては、それが結構な割合で年間存在した

ことから、年平均値となって現れたと考えております。 

続きまして、意見番号１７番、煙突高さを５９ｍと１００ｍの２種類

とした理由、また煙突高さを細かく変化させた場合の最大着地濃度の変

化を示すこと、という御意見がありました。回答としては、煙突高さに

ついては、午前中も説明したとおり５９ｍは、航空法の規制が６０ｍか

ら適用されることを踏まえ、それを超えない中での最大値としておりま
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す。１００ｍは、６０ｍを超えた中で、ごみの処理施設における実績が

多い高さとして採用しています。次に煙突高さを細かく変化させた場合

の予測結果について説明します。６２ページを御覧ください。この表は、

窒素酸化物の濃度を１００ｐｐｍとした場合における最大の年平均値

の影響を並べたものになります。赤字の煙突高さ５９ｍと１００ｍにつ

いては、準備書で示した値です。黒字が今回新たに追加した値になりま

す。この表で見ますと、煙突高さ９７ｍにおいて濃度が高くなる逆転が

生じました。９７ｍより高くなれば、煙突が高くなるほど濃度は低くな

るという傾向となっています。先ほど説明した無風から弱風に切り替わ

る現象が９７ｍで起こっていると考えられます。評価書では、煙突高さ

ごとの予測結果や、その他の予測項目、例えば廃棄物や温室効果ガスな

どの予測結果も踏まえて、総合的に評価したいと考えております。 

続きまして、意見番号１８番、盛り土のための搬入土の搬入土量を明

確にするとともに、搬入車両における大気質等への影響を示すべき、と

いう御意見がありました。回答としては、搬入土量については、図面の

読み取り面積と盛り土高さから、１６万立方ｍと算出しました。その上

で、搬入に１年掛けるとして、搬入車両台数を求めたところ、１日当た

り１８９台となりました。この台数をもとに、工事中の資機材運搬車両

による大気質、騒音、振動、地域交通の予測をそれぞれ行っております。

準備書には、計画台数のみ示しており、この計画の背景についての説明

が不十分であったことから、評価書では改めて明記したいと考えており

ます。 

続きまして、意見番号１９番、煙突高さ５９ｍを最善と判断した理由

を評価書で説明すべき、という意見がありました。回答としては、先ほ

ども説明したとおり、煙突高さについて条件を変えて再予測を行います。

これを踏まえて、大気質に関しての評価を改めて行うと共に、日照や景

観などのその他の項目も踏まえた総合評価を行い、煙突高さ５９ｍを最

善とした理由や根拠について評価書で整理したいと考えております。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 岡本氏） 

続きまして、意見番号３６番、事業所周辺にある水田環境への影響に

ついて、調査説明が不足している、という御意見がありました。回答と

しては、灌水状態にあたる夏季、落水状態にあたる秋季の調査に加えま

して、一部耕作前の時期にあたる春季においても植生調査を行っている

ことから、調査範囲内の植物相を適切に把握していると考えています。

また踏査ルート図については、代表的なルートをお示ししています。原
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則私有地での調査は行いませんが、可能な限り休耕田やそれに付随する

畔から、水田内の植物を確認しています。以上の内容を評価書に追記し

ます。 

続きまして、意見番号３７番、工事前後で水田用水の水質変化の有無

について記載をすべき、という御意見がありました。回答としては、水

路の切り回しは行いますが、水田用水に変化はございません。従って水

質の変化の有無はないと考えています。この内容を評価書に追記します。 

続きまして、意見番号３８番、写真については、撮影日または引用し

ている場合はその出典先を記載すべき。また、ミズマツバ、ウスゲチョ

ウジタデ、コギシギシ、カワヂシャについては専門家の意見を交えて同

定し、保全措置の内容を再検討すべき、という御意見がありました。回

答としては、写真については、評価書において撮影日または出典を記載

するようにします。もう１点につきましては、公開版の別紙資料１ペー

ジを御覧ください。こちらに、４種について、どのような識別点をもっ

て同定したかをお示ししております。別紙資料に記載のとおり、「改訂

新版 日本の野生植物」という図書の検索表をもとに、識別点を見出し、

適切に識別を行っております。しかしながら、委員の御意見を踏まえて、

ウスゲチョウジタデについては「中間型の可能性」、カワヂシャについ

ては「遺伝子撹乱の可能性」をそれぞれ評価書に追記します。別紙資料

２ページを御覧ください。ミズマツバ、ウスゲチョウジタデ、コギシギ

シの標本の拡大写真と、現地で撮影したものの拡大写真を載せておりま

す。 

続きまして、意見番号４０番、水生生物も代償の創出環境へ移設する

計画なのか、という御意見がありました。回答としては、陸上植物、陸

上動物の他、水生生物においても、代償措置で創出する環境に移植、移

設する計画になります。別紙資料３ページから１０ページにかけて、保

全措置について示しました。３ページと４ページには保全措置の検討の

経緯。５ページと６ページには保全措置の内容。７ページには保全措置

の実施時期及び手法。８ページと９ページには新たな生育・生息適地の

創出箇所と創出環境。１０ページには保全措置の実施主体及び管理期間、

保全措置の目標について示しております。 

続きまして、意見番号４１番、維持管理計画はどうなっているのか、

という御意見がありました。回答としては、管理期間は事業実施期間と

なっており、管理計画は施設の運営計画に組み込むこととします。その

際の留意点として、定期的な下草の刈り込み、湿地環境の枯草の除去、

外来種の除去、定期的な水位の調整が考えられます。 
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続きまして、意見番号４２番。メダカの産卵のために、沈水植物も一

緒に移植させる必要があるが、オオカナダモ等の外来種の移植は避ける

べき、という御意見がありました。回答としては、現地に生育している

在来種の沈水植物、シャジクモやエビモ、ホソバミズヒキモ、ヤナギモ、

ホザキノフサモなどを移植するようにいたします。 

続きまして、意見番号４３番、注目種に選定された鳥類に対する事業

の影響は極めて小さいとしているが、そのように判断した根拠が不十分

であるので、そこの不確実性や行動圏調査の結果などを踏まえ、再検討

し、丁寧に説明すべき、という御意見がありました。回答としては、注

目種について、予測の不確実性や行動圏調査の結果なども踏まえて、再

度検討を行い、評価書にできる限り定量的に記載します。現在準備書に

記載している内容を、注目種ごとに説明しますと、ヒバリへの影響の程

度の判断については、テリトリーマッピング法により調査しており、そ

の結果に基づき予測評価を行っているため、準備書の内容で適切である

と考えております。上位性の注目種であるオオタカについては、行動圏

解析に加えて、餌量調査の結果についても検討し、評価書にできる限り

定量的に記載します。典型性の注目種であるニホンアマガエルについて

は、再度検討を行い、評価書にできる限り定量的に記載します。ヒバリ

の調査結果及びそれに基づいた予測評価の内容及びオオタカの餌量調

査の結果の整理については、別紙資料１１ページから１４ページに示し

ております。 

続きまして、意見番号４４番、フクロウが採餌環境として水田を利用

すること、夜行性なので短期間での調査では必要十分な情報が得られて

いない可能性があることなどを踏まえ、事業の実施による影響について

再検討すべき、という御意見がありました。回答としては、春季及び初

夏季において、囀りが確認されたことを踏まえて、コールバック、林内

踏査を行いましたが、繁殖に関わる痕跡は確認されず、成鳥の囀りのみ

にとどまりました。御指摘のとおり、フクロウはカエル類やネズミ類、

鳥類を餌とすると想定されますが、現地調査における確認状況から、対

象事業実施区域周辺を広域に利用していると考えられるため、準備書に

記載している予測結果は適切であると考えています。ただし、今説明し

た内容については準備書に記載できていませんので、評価書に記載しま

す。 

続きまして、意見番号４５番、多くの動植物の環境保全措置が代償に

依存しているが、代償の具体的な内容が不明であるため、どのような代

償を行うのか、具体的に説明をすること。その際、実際の調査データや
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文献情報、実績などを踏まえて、効果や確実性について説明をすること

と、という御意見がありました。回答としては、別紙資料３ページから

１０ページにかけて示しているとおり、準備書においても、保全対象種

に必要な生育、生息環境、保全措置の実施時期及び手順、創出する環境

の内容をそれぞれ検討して、その結果を記載しています。内容について

は適切であると考えていますが、創出環境の詳細については、今後検討

を進めていきたいと思います。また準備書においては、保全対象種の特

性などを主として、効果などを整理していますが、他のアセス事後調査

報告書などで、これらの種の保全実績などを収集し、保全措置の再検討

を行い、評価書に反映します。 

続きまして、意見番号４６番、創出環境の説明にあたっては、消失面

積と創出面積、生物種ごとのハビタットの変化、種数・個体群の変化を

定量的に示しながら、回避、最小化後に残る影響と成功基準について説

明すること、という御意見がありました。回答としては、御指摘を踏ま

えて再検討を行い、評価書にできる限り定量的に記載します。 

続きまして、意見番号４７番、創出環境については先進事例も参考に

すべき、という御意見がありました。回答としては、先進事例を確認し

た上で、当事業においても適用できるか再度検討します。 

続きまして、意見番号４８番、創出環境創造の着手や移植は、施設工

事に先立って行う必要があるため、どのような創出環境を作り、どの動

植物を、どのような方法、順序で移していくかといった具体的な計画を

示すべき。また、創出環境が狭いため、移植しようとしている種のすべ

てを移植できることが確認できるか説明すべき、という御意見がありま

した。回答としては、別紙資料３ページから１０ページにかけて内容に

ついて示しており、その結果を記載しています。創出環境については、

対象事業実施区域の西側の約２０００ｍ２の区画に創出する計画となっ

ています。この区画において、止水域や水田に類似する湿地環境などを

創出、維持し、また事後調査結果に基づいて必要な追加の対策を講じる

ことで、環境保全措置の目標は確保できるものと考えています。以上の

内容について適切であると考えていますが、創出環境の詳細については、

今後も検討を進めていきます。 

続きまして、意見番号５６番、動植物を代償で対応する根拠、計画が

示されていない、という御意見がありました。回答としては、別紙資料

３ページから１０ページにかけて示しているとおり、回避、最小化、代

償のそれぞれに対して、保全措置の検討を行い、その検討結果を対応で

きない理由も含めて記載しています。また、保全対象種に必要な生育・
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生息環境、保全措置の実施時期及び手順などをそれぞれ検討し、その結

果を示しているため、内容については適切であると考えています。以上

になります。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。大気汚染と動植物の公開部分について説明

していただきました。それでは、大気汚染について小林委員から意見を

いただきます。よろしくお願いします。 

 

（小林（拓）委員） 

山梨大の小林です。この計算の科学的に一番おかしい点は、煙を出し

たところの高さの拡散係数を地上まで使っているところです。つまり、

上空の風が速いところの拡散係数をそのまま地上まで使っているので、

計算がおかしくなっています。１００ｍで拡散した煙が５９ｍまで降り

てくると、そこからの拡散は５９ｍの拡散と同じになります。これはよ

ろしいですよね。そうだとすれば、１００ｍから５９ｍに降りてくるま

でに、多かれ少なかれ拡散して濃度は必ず下がって降りてきていますの

で、そこから５９ｍの拡散で広がっていけば、５９ｍで出すよりも濃度

が上がることは考えづらいです。つまり、１００ｍの風速で決定した拡

散係数を適用できるのは、その拡散係数を適用する風速の高さまでとな

ります。それよりも低い風速になった場合には拡散が変わりますので、

拡散係数を変えて計算しないとおかしいと思います。これをどうしたら

いいかという答えはすぐには出せませんけれども、このような計算が可

能かどうか分かりませんが、１つの方法としては、拡散係数が変わると

ころまで拡散させて、その濃度分布に基づいてそれより低いところを拡

散させる。別の方法としては、パフ式のようなものを使うのを諦めて、

いわゆるグリッドを切って、ボックスモデルなり、グリッドでもいいか

もしれませんが、それぞれの高さに拡散係数を与えて順次計算していく。

そうしなければ、一般の方からも意見があったようにおかしいですよね。

煙突が高い方が地上濃度は低くなるはずなのに、それが逆転している理

由は気象条件だとする説明はやはり間違っており、今回の拡散の考え方

が間違っているから、逆転した結果が出ているわけです。 

 

（坂本会長） 

パフ式を使用するならば、高さごとに層を作り、層ごとの拡散係数で

計算する。一番高いところから降りてきて、ここまで下がりました。そ
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して、そこからまた下がりました、というように高さごとに計算して下

までいくということですね。 

 

（小林（拓）委員） 

グリッドを切っていないので可能かどうか分かりませんが、拡散係数

が切り替わるところまで計算してあげて、そこから拡散係数を変えても

う１回拡散させるという計算をしないとやはりおかしいと思います。 

 

（坂本会長） 

パフ式は使用しない方がいいですか。パフ式はどちらかというと風速

や風向が変わっていくときには適していると思いますが。 

 

（小林（拓）委員） 

パフ式は拡散係数が途中で変わるという想定をしてないので、それを

跨ぐところにはそのまま適用できません。 

 

（坂本会長） 

他の方法はいかがですか。もう１つありますよね。 

 

（小林（拓）委員） 

プルーム式ですがこれも基本的には同じです。拡散係数を変えたけれ

ば、やはりグリッドを切って計算するしかないと思います。 

 

（坂本会長） 

分かりました。私もその意見に賛成です。絵を見ると、煙突の真下で

も煙突が高い方が濃度は高くなるという話ですよね。やはり直感的にお

かしい気がします。高さ方向の風速がある程度一定だったらパフ式やプ

ルーム式でいいと思いますが、この場所では高さ方向の風速の差が拡散

に効いているので変えた方がいいと思います。そもそも拡散係数を設定

するのは、安定とかでやりますが、曖昧なところがあるので、そんな曖

昧な式でやるにしても何とか工夫して現実的なものになるように考え

ていただければと思います。事業者の方どうしますか。今回答できなけ

ればそれでも構いません。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

現時点での第１印象の回答をさせていただきます。これはプログラム
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をそのまま使ってしまっていた中で、何と言いますか、常識的なという

とか、直感的なというか、私はありえないという言い方をあまりしたく

ありませんが、そういう結果を使っていたというのはそのとおりだと思

います。その上で、どうすればより適切な予測になるのかという点につ

いて委員におっしゃっていただきましたが、１つはボックスモデルを採

用するもので、もう１つは拡散係数が切り替わるような高さで何か予測

できないのかというものでした。そこで、これは逃げ道になってしまう

かもしれませんが、拡散係数が高さによって変わることを無視するとい

いますか、同じ拡散幅なら拡散幅ですべて計算してしまうもので、拡散

係数を途中で変える方がより望ましいのは分かりますが、風速はどうな

のかということもありますので、それを技術的に再現することができな

い場合においては、煙突の高さにおける風速に関わらず、同じ拡散幅、

無風なら無風の拡散幅を当てはめることで、少なくとも現象の常識から

外れない予測結果にすることができるのではないかと思います。 

 

（小林（拓）委員） 

そうですね。拡散のメインの場がおそらく下の方になりますので、下

の風速で上まで適用して拡散させる方がいいと思います。または、両方

の拡散係数を使って、安全側にたつとかですね。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。大気の計算は、式やソフトがあって計算で

きてしまいますが、その中に拡散係数を安定とかでやっています。私自

身パスキルがあんまり好きではありませんが、その影響がどうしても出

てくるので、もっといい方法がないか考えていただきたいと思います。

先ほどの提案はいいと思いますが、次回の審議会に間に合いますか。間

に合わなければ、評価書に記載するということでしょうか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

予測だけでよければ、次回の審議会に間に合うと思います。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございます。よろしくお願いします。大気汚染について、

他の委員は大丈夫でしょうか。 

次は、動植物の公開の部分になりますが、別紙資料による説明が多い

ので、そちらもよく聞いていただければと思います。まずは湯本委員お
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願いします。 

 

（湯本委員） 

湯本です。工程表のようなものをきちんと作っていただきましてあり

がとうございました。これを見ますと、工事２年目に移植していくとい

うことかと思いますが、希少種が住める環境が先に作り出されていない

と、そこへ希少種を移植しても無理ではないかと考えます。つまり、安

定するまでの期間がもう少し必要ではないかと思います。メダカのよう

なものは案外強くていけるのかもしれませんが、植物は移植した場合に

それがきちんと定着できるだけの条件を整えられているかということ

が重要になると思います。代償で移植する種類が何種類か挙げられてい

ますが、それだけで湿地環境が保たれているわけではありませんので、

やはりもう少し期間をおいて、きちんとした環境を作る時間が必要では

ないかと思います。それから、移植した後の維持管理について説明があ

りましたが、もちろん維持管理も大事ですけれど、維持管理しながらき

ちんとそこで生物の生息調査をしていかないと、それが定着したのかど

うなのか、そこにきちんとした生態系が保たれているのかどうなのか、

ということは分からないと思います。ですから、その調査も必要ではな

いかと思います。 

 

（坂本会長） 

代償についてはまだ検討中ということなので、ここでの意見を参考に

してよりよい案を検討してください。芹澤先生お願いします。 

 

（芹澤委員） 

別紙資料の写真には、引用元を書いているだけですか。要するに、同

定根拠はどこにあるかと言えば、「日本の野生植物」を見ましたという

だけで、証拠写真があるわけではないですよね。標本もないということ

ですか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 佐口氏） 

写真はすべて標本の写真になります。標本も今日御用意させていただ

いておりますので、決して図鑑のものを持ってきているわけではござい

ません。その中で、同定の根拠として、一般的に出版されている図鑑等

の識別表をもとに種の識別を行っております。 
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（坂本会長） 

よろしいでしょうか。芹澤委員に検討いただいている間に北原委員お

願いします。 

 

（北原委員） 

前回よりだいぶ詳しくまとめていただきありがとうございました。私

が一番思ったことは、創出環境を作ってから、そこへ希少種を移植する

わけですよね。その「創出環境を創出する」ということがポイントにな

ります。つまり、現在計画地の中にいる希少種の生息環境や生息条件を

きちんと確認することがポイントになると思います。なぜかと言えば、

分布図を見てみると、例えば水路があって、そこに一様に希少種がいる

わけではなく、ある一部分にポツポツといます。ということは、その水

路の中でも、その一部のところに何か生息する限定の条件があると思い

ます。準備書には、事例をたくさん集めてそれをもとに創出環境を作る

と記載されていますが、その事例はもちろん大切であると思いますが、

現在あそこに住んでいる生息環境、これがすごく重要だと思います。創

出環境を作る前にそれをしっかり把握していただいて、あそこのローカ

ルな環境条件において、何でその種がいるかというところをしっかり掴

んでもらい、その条件に合った創出環境を作っていただくような努力を

しないとなりません。目標は、定期的な下草の刈り込みとか、湿地環境

の枯れ草の除去とか、外来種を除去と言った維持管理計画ではありませ

ん。目標は、移植した種が、どうやって創出環境の中でこれから未来永

劫に存続していくかということです。ですから、湯本委員がおっしゃっ

たとおり、一番大切なのは、下草刈りとか、枯れ草の除去とかそんなこ

とではなく、モニタリングです。移植した種がどうやってあそこに維持

していくのか。維持していかなかったらその理由は何か。どうすれば維

持できるのか。そこを確認するためにモニタリングが一番重要となりま

す。事後のモニタリングをずっと続けていかないと、創出環境を作って

も意味がありません。ミッションは何かといえば、その移植した種の維

持です。それがミッションです。そのための維持管理です。そこを取り

違えないでいただきたいと思います。 

 

（坂本会長） 

この意見も代償の案を考える時の参考にしてください。まずは代償の

案を作る前のステップを整理していただきたいと思います。ステップ１

は、今の環境を調べる。その調べる環境は何なのか、水分量なのか何か



41 
 

よく分かりませんが、それはこのように調べますという案を作ってくだ

さい。次に、移植先の候補地について、この条件は満たすけど、この条

件は満たさないということを整理してください。そのあとで移植の作業

があって、事後評価になると思います。委員がおっしゃったように、何

でそこにいるかをはっきりしておかないことには、どこにも移植できな

いと思います。あの水路の中で一部にだけいるというのは、たまたまそ

こに水が溜まっていたのかもしれませんし、何か他のものがいたのかも

しれませんし、そういうことがありますので、まずは今そこにいること

についての条件をしっかり調べていただいて、それに合ったところを探

す、あるいは探しましたという計画を示していただかないとこちらも判

断できません。移植にもマニュアルがあると思いますが、環境影響評価

はマニュアルどおりやることが目的ではありません。それならこの委員

会はいりません。審議会では、その場所に合った環境影響評価をマニュ

アルも参考にして審議したいので、移植については現在の状況をしっか

り把握するところから始めていただきたいと思っています。 

それでは岩田委員お願いします。 

 

（岩田委員） 

山梨大学の岩田です。北原委員がおっしゃっていたところと重複しま

すが、事業予定地にいる希少種は、そこだけで個体群を維持しているわ

けではなく、空間的に広がりを持った中で集団が維持されていますので、

移植地を作ってそちらに数個体移動しても、そこで数個体が持続してい

くことはできません。どれぐらいの範囲で個体群が成立しているのかな

ど、他の生物との相互作用があって形成されている群集だと思いますの

で、そういったモニタリングの結果も踏まえて、移植先の場所だけでは

なく、周辺との接続と連携性や関係性を見ながら設計・デザインに反映

していただければと思います。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。代償については、先ほどの手順とか、次回

の委員会で説明していただけるということですか。それとも評価書まで

にという話ですか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 岡本氏） 

ビオトープの概略図は、次回の審議会でお示しさせていただきます。

ただ、本日委員から御指摘をいただいたように、まず現状生息している
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環境の特徴を押さえ、そこからいろいろ検討していかなければならない

と思うので、最終的には概略図から変わってくることも考えられます。

なお、本日の説明で抜けていたところがありましたが、モニタリングは

当然行います。植物などについては、供用後１年目と３年目にモニタリ

ングすると準備書に記載していますが、頻度や回数等々についてはさら

に検討を重ねて、評価書に記載します。 

 

（坂本会長） 

ありがとうございました。率直に言って、代償は、回避や最小化より

難しいと思いますので、代償を行わなくてすむ方法を考えた方が簡単だ

と思います。先ほどの最小化の話になりますが、あれだけの敷地面積が

ある訳ですから、ここからここまでは手を付けずに置いておく。次の計

画までの３０年間のうちの何年間そのまま置いていけるか分かりませ

んが、なるべく代償を考えずに、回避や最小化によりできることを検討

した方がいいと思います。これが回避や最小化を先に検討する理由です。

この委員会でも、他の案件で代償という話もありましたが、やはり代償

が一番難しいと思います。もっと簡単な回避や最小化という方法もあり

得るのではないかということを検討していただければと思います。よろ

しくお願いします。 

それでは、ここまでについて、委員の皆さん、御意見よろしいでしょ

うか。それでは非公開の部分に入りたいと思います。傍聴や報道の方に

は一度退出していただきます。３時までお待ちいただくことになると思

います。 

それでは、動植物、生態系の非公開の部分について、事業者から御説

明をお願いします。 

 

【非公開審議開始】 

【非公開審議終了】 

 

（坂本会長） 

午後の部の後半を始めたいと思います。途中から参加された委員もい

らっしゃるので、はじめにこれまでのまとめを行います。午前の部では、

全般的事項、水質汚濁、日照阻害、景観等の審議を行いました。午後の

部の前半では大気汚染と、動植物、生態系の公開部分と非公開部分の審

議を行いました。 

これから水象、地盤沈下、廃棄物・発生土、地域交通について審議を
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行います。なお、午前の部で時間が余ったので、これらの一部の内容に

ついては審議を行っております。 

それでは、事業者は説明をお願いします。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

事業者説明資料１の「方法書について公聴会で述べられた意見」につ

いて説明いたします。 

意見番号６「ごみ資源（鉄、金、銀）」についてです。計画施設での

資源の有効活用について御意見がありました。回答としては、計画施設

では、可燃ごみ、粗大ごみ、不燃ごみの処理を行います。そのうち、粗

大ごみ、不燃ごみからは金属等の資源化可能なものを回収して有効活用

していく計画となっております。 

続きまして、事業者説明資料２の「準備書に対する意見」について説

明いたします。 

意見番号４「土壌汚染」についてです。現地調査結果のうち、１地点

でダイオキシン類の濃度が高い理由は何か、という御意見がありました。

回答としては、５地点で土壌の調査を行っており、低い方から４．６、

６．２、９．８、１２、最大が１４ｐｇ-ＴＥＱ／ｇでした。環境基準

の１，０００ｐｇ-ＴＥＱ／ｇ、土壌汚染で発生源等の調査を開始する

目安となる２５０ｐｇ-ＴＥＱ／ｇと比較すると十分に小さく、汚染が

生じているとは言えないと考えています。その上で、なぜ測定結果に違

いがあるのかについては、確定的なことが言えるかは分かりませんが、

ダイオキシン類の組成の差から検討して、評価書に記載します。 

続きまして、意見番号５「地域交通」についてです。将来交通量を考

慮すると、計画施設への右折レーンの設置が必須ではないか、という御

意見がありました。回答としては、県との協議を踏まえて右折レーンを

設置する計画となっております。右折レーンができた上での断面の交通

状況に対する影響について予測評価して、評価書に記載します。 

以上が事業者説明資料１、事業者説明資料２の説明となります。 

続きまして、事業者説明資料３により、第１回審議会でいただいた御

意見に対する事業者側の回答について説明させていただきます。 

先ほど会長から説明があったとおり、午前の部で地下水位に関する説

明を一部行っていますので、午後の後半では、意見番号２８番から説明

させていただきます。 

８４ページを御覧ください。意見番号２８番、こちらは午前中に説明

しましたが、地盤沈下に関することなので改めて説明します。地下水位
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のモニタリング井戸が不適切である。周辺の浅井戸の位置を確認してい

るのか。より近くの井戸をモニタリング地点とすべきではないか、とい

う御意見がありました。回答としては、対象事業実施区域内に、事後調

査用のモニタリング井戸を設置する計画です。この井戸で施設の稼働に

よる地下水位への影響の有無を把握するため、対象事業実施区域外の浅

井戸をモニタリング地点にすることや、他の地点で井戸を設置すること

は検討していません。 

続きまして、意見番号２９番、３０番、こちらは午前の部で説明しま

したので飛ばさせていただきます。 

続きまして、意見番号３１番、地盤沈下の事後調査について具体的な

方法を検討しているか、という御意見がありました。回答としては、今

回の事業で地盤沈下が生じる可能性としては、地下水のくみ上げによる

ものと考えられるため、地下水位のモニタリングにより影響の有無を確

認します。地下水位の確認方法ですが、対象事業実施区域内に観測井戸

を設け、自動で記録する磁気式水位計により計測します。水位計では１

時間に１度地下水位を計測しており、このデータを月１度回収し、整理

します。地下水位にどのような変化が生じれば異常とみなすかについて

は、現地調査での地下水位の変動の記録の結果から、「１時間で０．１

ｍの地下水位の低下があり、それが２４時間で低下前まで回復しなかっ

た」場合に何かしらの異常が生じていると判断して、施設稼働との関連

の有無を検討します。仮に計画施設の稼働による影響の可能性が高いと

判断した場合には、その対策を講じる、といった手順により事後調査を

実施したいと考えております。 

続きまして、意見番号６６番、焼却灰について、再資源化することか

ら影響は極めて少ないとしているが、根拠が不足している。環境保全措

置や事後調査の必要性について再検討すべき、という御意見がありまし

た。関連の意見が続きますので、８９ページに進みます。意見番号６７

番、準備書では廃棄物の埋め立て処分量をできる限り抑制するとの記載

にとどまっているが、想定する埋め立て処分量を示すべき、という御意

見がありました。９０ページに進みます。意見番号６８番、埋設廃棄物

をできるだけ抑制すると記載しているが、それを埋め立てする計画も記

載すべき。また、埋め立てによる影響についても検討すべき、という御

意見がありました。以上３つの御意見についての回答を９１ページにま

とめました。まず、焼却灰の埋め立て処分につきましては、適切に埋め

立てをすることを前提とした上で、影響は極めて小さいと準備書でまと

めておりました。埋め立て処分量の大小に基づいた環境保全措置の検討
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や、環境保全措置を踏まえた上での環境影響について改めて検討し、評

価書に反映します。左側の表は準備書から引用しているものですが、処

理方式別の廃棄物の埋め立て処分量を示しています。一番下の赤く囲っ

てある部分が想定される最大の埋め立て処分量となります。溶融・シャ

フト式が埋め立て処分量としては最も小さくなると予測しております。

埋め立て処分量が一番多い焼却・ストーカ式においては、焼却灰の部分

的な資源化を行うなど、環境保全措置の検討も行った上で、改めて評価

したいと考えます。また、御意見の１つにありました、供用時の廃棄物

の事後調査の実施について検討いたします。現在、工事の実施による廃

棄物について事後調査を行うとしておりますが、御意見を踏まえて、供

用時の廃棄物の事後調査、発生量や埋め立て量について不確実性もある

中で実施について検討いたします。 

続きまして、意見番号６９番、７０番、地域交通に関する意見が続き

ますが、こちらにつきましては、午前中に委員がいらっしゃる中で説明

を行っておりますので説明は割愛させていただきます。 

以上で午後の後半の部の説明を終了します。 

 

（坂本会長） 

私からも補足します。午前中に水象、地盤調査、地域交通の審議を行

いましたが、水象や地盤沈下については評価書に反映するという説明で

したので、それ以上言いようがありませんでした。次回の審議会で知事

意見をまとめますので、事務局には評価書に反映することが担保される

ように整理してもらいたいと思います。午後から参加された委員もいら

っしゃいますので、午前の部で審議した部分についても、改めて質問等

いただいて結構だと思っています。複数の意見があることは重要なこと

だと思いますので、遠慮なく意見を仰ってください。 

順番にお願いします。岩田委員何かありますか。 

 

（岩田委員） 

私は特にございません。 

 

（坂本会長） 

後藤委員お願いします。 

 

（後藤委員） 

特にありません。 
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（坂本会長） 

そうですか。地盤沈下についても、評価書に反映するみたいな内容に

なっていますので、一応それでいいということかもしれません。佐藤委

員お願いします。 

 

（佐藤委員） 

先ほど申し上げましたので大丈夫です。 

 

（坂本会長） 

杉山委員お願いします。 

 

（杉山委員） 

８４ページを見せてもらってもいいですか。モニタリングの話も踏ま

えて井戸の設置は行わないとのことですが、周辺の浅井戸の情報は確認

しないのでしょうか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

地下水位の事後調査は実施します。その実施する井戸ですが、対象事

業実施区域の中にモニタリング用の井戸を設置します。このため、その

周辺地域を対象として、民間の井戸を使うとか、あるいは新たに区域外

にモニタリングの井戸を設けることは検討していません。ただ、繰り返

しになりますが、対象事業実施区域の中に観測井戸を設けて、その地下

水位について、先ほど説明したように連続観測を行い、その変動で異常

がないかを事後調査していきます。 

 

（杉山委員） 

対象区域内に作る浅井戸は、どれぐらいの深さのものを予定していま

すか。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

まだはっきりとしたことは決まっておりませんが、当然くみ上げる深

さに相応した観測井戸といたします。 

 

（杉山委員） 

くみ上げるための井戸は深いと思うので、周辺の浅井戸とは帯水層が
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違うと思います。最も浅い浅井戸の帯水層を対象とした観測井戸と考え

ていただきたいと思います。帯水層ごとに考えていただければ分かりや

すいと思います。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

確認ですが、今私が申し上げているイメージとしては、対象施設でく

み上げる水と同じ帯水層で地下水のモニタリングをするように井戸を

設けると説明しましたが、今委員がおっしゃっているのは、それとは異

なる浅井戸についてモニタリングをすべきという御意見でしょうか。 

 

（杉山委員） 

実際にくみ上げる井戸の深さにもよると思いますが、帯水層は何層か

あると思います。おそらく取水するのは、２番目か３番目ぐらいの深い

方の帯水層から水を汲むと思いますが、帯水層ごとに遮水構造を持たせ

るような井戸を作るとは思えないので、浅い方にも影響が出ると思いま

す。このため、そちらについてもモニタリング井戸を設けていただけな

いかという意見です。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

御意見については理解しました。深井戸を掘ることによって浅井戸の

利用者にも悪影響が出るかもしれないので、浅井戸でもモニタリングす

べきであるという意見でよろしいですね。 

 

（杉山委員） 

そうです。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 

こちらは井戸業者との相談になるかと思いますが、井戸の水を取り込

むストレーナーの部分の位置、あとは御意見のとおり遮水加工をするこ

とで、浅井戸に影響はないという構造ですね。 

 

（杉山委員） 

浅井戸に影響がない構造にするのであれば、話は違ってくると思いま

す。 

 

（事業者 株式会社静環検査センター 竹内氏） 
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それができないというような技術的な話がありましたら、浅井戸のモ

ニタリングについても改めて検討させていただければと思います。 

 

（坂本会長） 

どの深さから取るのかまだ決まっていないということですか。川のそ

ばだから浅井戸でも水は取れそうだけど、水質とか水量を考慮すると、

深井戸になるということですか。あるいは浅井戸から取るとかえって河

川に影響があり、環境影響があるという話もあるかもしれない。民間の

井戸が少し離れたところにあるけど、浅井戸ではないかと思いますが。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

今回地下水調査を行っており、その時は９０ｍの深さの井戸を掘って

います。ごみ処理施設を建設する事業者がどれくらいの井戸を掘るかは

まだ明確になっておりません。 

 

（坂本会長） 

いつ明確になりますか。評価書までの間ですか。 

 

（事業者 山梨西部広域環境組合 長谷部建設課長） 

令和７年度に事業者を選定する予定であり、そのあとに行う施設の詳

細設計の中で、明確になります。このため、評価書作成後に明確になり

ます。 

 

（坂本会長） 

評価書作成後ですか。そういうことなら、浅井戸と深井戸の両方の影

響を考えた方がいいと思います。川のそばだから浅井戸で取れるような

気もするけど、川の環境にも影響する可能性もあるので深くから取った

方がいいのかもしれない。浅井戸と深井戸のどちらが周りの環境いいか

という話も評価書の段階で検討していただいた上での決定していただ

かないと、評価書が終わった後にこっちにしますと言われても、審議会

としては判断できないので、御検討ください。杉山委員それでよろしい

ですか。 

もう最後なので、全体をとおして自分の専門分野にこだわらず、今日

の説明の中で受けた印象を含めて意見等ございますか。１人ずつ一応確

認します。 

石井委員、北原委員、小林委員、芹澤委員、湯本委員、岩田委員、後
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藤委員、佐藤委員、杉山委員、高木委員、大丈夫ですね。 

補足ですが、高木委員の地域交通の話の中で、これについては道路管

理者との関係もあるので、県庁内での検討をしていただきたいと思いま

すが、そのために知事意見の中にそれを加えておいてそれをもって県庁

内で検討してもらいたいと考えています。 

箕浦委員も大丈夫ですね。 

というわけで、審議については以上で終わりたいと思います。最後に

事務局から案内があるかと思います。よろしくお願いします。 

 

（司会 齋藤総括課長補佐） 

それでは以上をもちまして本日の議事をすべて終了いたします。委員

の皆様におかれましては、議事進行に御協力いただき、ありがとうござ

いました。坂本会長には、議事の円滑な進行、ありがとうございました。

それでは３その他ですが、事務局お願いします。 

 

３ その他 

 

（事務局 樋川課長補佐） 

事務局より今後について御説明させていただきます。前回同様まず事

務局にて、本日の議事録を作成し、皆様にメールにてお送りいたします

ので、議事録が届きましたら、御自身の発言について誤りがないか御確

認いただきますようお願いします。また追加の質問等がございましたら、

１週間後の７月２５日頃までに、議事録の確認とあわせて御回答いただ

ければと思います。次に作成した議事録や追加の質問を踏まえて意見整

理表を作成し、事業者にお送りしますので、事業者におかれましては、

本日の受け答えについて確認いただくとともに、追加の質問があった場

合は、その回答をお願いします。県では委員の皆様からの意見や事業者

の受け答えを踏まえて、知事意見の素案を作成し次回審議会にてお示し

させていただきます。なお、次回の審議会は、概ね８月下旬、お盆明け

頃を予定しておりますが、正式な場所や日程は後日通知させていただき

ますので、開催通知が届きましたら、出欠について御回答いただけます

ようお願いします。事務局からは以上です。 

 

（司会 齋藤総括課長補佐） 

その他、他に委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいで

しょうか。それでは以上をもちまして、山梨県環境影響評価等技術審議
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会を終了いたします。御審議ありがとうございました。 

 

＜了＞ 

 


